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◇�����������	���������（条例第��号）

� 条例の概要

� 実施機関に公安委員会及び警察本部長を加えることとした。

� 是正の申出を廃止し、次の利用停止請求制度を設けることとした。

ア 利用停止請求

開示を受けた自己の個人情報が収集、利用又は提供の制限に違反して取り扱われていると認めるとき

は、実施機関に対し、利用の停止、消去又は提供の停止（以下「利用停止」という。）の措置を請求で

きることとした。

イ 不服申立て

利用停止の措置に対する決定について不服がある場合は、実施機関に対して不服申立てを行うことが

できることとした。

号外第���号 平成��年��月��日 (�)

� �

� �

島根県個人情報保護条例の一部を改正する条例 （総 務 課） �

出雲市、平田市、簸川郡佐田町、同郡多伎町、同郡湖陵町及び同郡大社町の合併 （ 〃 ） �	

による出雲市の設置に伴う関係条例の整理に関する条例

労働組合法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 （ 〃 ） ��

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 （人 事 課） ��

県立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 （ 〃 ） ��

島根県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 （ 〃 ） �


島根県附属機関設置条例の一部を改正する条例 （ 〃 ） �


島根県保健所条例及び島根県行政機関等設置条例の一部を改正する条例 （ 〃 ） ��

島根県水と緑の森づくり税条例 （税 務 課） ��

島根県防災会議条例の一部を改正する条例 （消 防 防 災 課） ��

島根県国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例 （ 〃 ） �	

島根県国民保護協議会条例 （ 〃 ） ��

貸付金の返還債務の免除に関する条例の一部を改正する条例 （健康福祉総務課） ��

島根県立心と体の相談センター条例 （障害者福祉課） ��

地域農業改良普及センター条例を廃止する条例 （農 業 経 営 課） ��

島根県水と緑の森づくり基金条例 （林 業 課） ��

島根県ふるさと雇用創出基金条例の一部を改正する条例 （労 働 政 策 課） ��

島根県手数料条例の一部を改正する条例 （建 築 住 宅 課） ��

島根県地方警察職員定員条例の一部を改正する条例 （警 察 本 部） ��

島根県議会委員会条例の一部を改正する条例 （議 員 提 出） ��
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(毎週火・金曜日発行)
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� � 個人情報を不正に利用した者等に対する罰則を整備することとした。

ア 実施機関の職員若しくは職員であった者、指定管理者が行う業務に従事している者若しくは従事して

いた者又は委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者（以下「職員等」という。）

が、正当な理由がないのに公文書に記録されている個人情報を含む個人の秘密に属する事項が記録され

た電子情報を提供したときは、�年以下の懲役又は���万円以下の罰金に処することとした。

イ 職員等が、その業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供

し、又は盗用したときは、�年以下の懲役又は��万円以下の罰金に処することとした。

ウ 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属す

る事項が記録された文書等を収集したときは、�年以下の懲役又は��万円以下の罰金に処することとし

た。

エ 職務上知り得た秘密を漏らした個人情報保護審査会の委員に対する罰金額の上限額を��万円に引き上

げることとした。

オ 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、�万円以下の過料に

処することとした。

� その他規定の整備

� 施行期日

平成��年�月�日から施行することとした。ただし、�の�については、平成�	年�月�日から施行する

こととした。

◇����������	
����	����	������	�������������������

 !"�#$��%�!"（条例第��号）

� 条例の概要

次に掲げる条例中、市町の名称を改める等規定の整理

� 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例

� 島根県行政機関等設置条例

� 警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例

� 警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部を改正する条例

� 島根県保健所条例

� 島根県病院事業の設置等に関する条例

� 島根県児童相談所条例

� 島根県立知的障害者更生相談所条例

	 島根県立高等学校等条例


 島根県立青少年社会教育施設条例

� 地域農業改良普及センター条例

� 島根県家畜保健衛生所条例

 島根県立宍道湖自然館条例

� 島根県漁港管理条例

� 島根県観光施設条例

� 島根県港湾施設条例

� 島根県屋外広告物条例

� 島根県流域下水道条例

� 島根県営住宅条例

� 島根県公営企業の設置等に関する条例

� 市町村合併に伴う関係条例の整理に関する条例

号外第�
�号 平成��年�
月
�日(
)
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� � 施行期日

平成��年�月��日から施行することとした。

◇��������	
����������������������（条例第��号）

� 条例の概要

� 改正の内容

ア 地方労働委員会の名称を労働委員会に改めることとした。

イ その他引用条項等規定の整理

� 改正を要する条例

ア 島根県情報公開条例

イ 島根県個人情報保護条例

ウ 非常勤の職員等の報酬及び費用弁償支給条例

エ 島根県職員定数条例

オ 参考人等に対する費用弁償等支給条例

カ 島根県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

キ 島根県地方労働委員会のあっ旋員に対する費用弁償支給条例

� 施行期日

平成��年�月�日から施行することとした。

◇�������������	
����（条例第��号）

� 条例の概要

� 武力攻撃災害等派遣手当の支給対象職員は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する

法律第���条の規定により本県に派遣された職員のうち、住所又は居所を離れて本県の区域に滞在する職

員とすることとした。（第��条の�	第�項関係）

� 武力攻撃災害等派遣手当の日額は、
�
�	円を超えない範囲内で人事委員会規則で定めることとした。

（第��条の�	第�項関係）

� 施行期日

公布の日から施行することとした。

◇�� !�"#�������������	
����（条例第��号）

� 条例の概要

大学教育職給料表を、職務の級のうち�級を削除して�級構成の給料表とすることとした。（第�条・第

�条の�・第�条・別表第�・別表第�関係）

� 施行期日

公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初日であるときは、その日）から施行することとし

た。

◇$%�&'�(�)*+�,-�./�����（条例第�号）

� 条例の概要

� 任命権者は、毎年�月末日までに、知事に対し、次に掲げる人事行政の運営の状況を報告しなければな

らないこととした。（第�条関係）

ア 職員の任免及び職員数に関する状況

イ 職員の給与の状況

ウ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

エ 職員の分限及び懲戒処分の状況

オ 職員の服務の状況

カ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

号外第���号 平成�
年��月�日 (�)
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� キ 職員の福祉及び利益の保護の状況

ク その他知事が必要と認める事項

� 人事委員会は、毎年�月末日までに、知事に対し、次に掲げる業務の状況を報告しなければならないこ

ととした。（第�条関係）

ア 職員の競争試験及び選考の状況

イ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況

ウ 勤務条件に関する措置の要求の状況

エ 不利益処分に関する不服申立ての状況

� 知事は、毎年�月末日までに、�による報告を取りまとめ、その概要及び�による報告を次に掲げる方

法により公表しなければならないこととした。（第�条関係）

ア 島根県報に登載する方法

イ インターネットを利用して閲覧に供する方法

� 施行期日

平成��年�月�日から施行することとした。

◇��������	
��������
�（条例第�	号）

� 条例の概要

次に掲げる附属機関を廃止することとした。（別表関係）

� 島根県神戸川来島ダム水利管理委員会

� 松江地域保健福祉協議会

� 木次地域保健福祉協議会

� 出雲地域保健福祉協議会

� 川本地域保健福祉協議会

� 浜田地域保健福祉協議会

� 益田地域保健福祉協議会

� 隠岐地域保健福祉協議会

� 施行期日

平成��年�月�日から施行することとした。

◇������
������������	
��������
�（条例第�
号）

� 条例の概要

� 次の表のとおり健康福祉センターを廃止し、福祉事務所を�か所に集約することとした。

号外第���号 平成�
年��月��日(�)

改 正 前 改 正 後

名 称 位 置 所 管 区 域 名 称 位 置 所 管 区 域

松江健康福祉

センター
松江市 松江市、安来市、八束郡

	




















�廃 止















木次健康福祉

センター
雲南市 雲南市、仁多郡、飯石郡

出雲健康福祉

センター
出雲市 出雲市、簸川郡

川本健康福祉

センター

邑智郡

川本町
大田市、邇摩郡、邑智郡

浜田健康福祉

センター
浜田市 浜田市、江津市、那賀郡
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� 県央保健所の位置を大田市とすることとした。

� その他規定の整理

� 施行期日

平成��年�月�日から施行することとした。

◇��������	
���（条例第��号）

� 条例の概要

� 賦課徴収（第�条関係）

水と緑の森づくり税の賦課徴収は、�及び�により行うこととした。

� 個人の均等割の税率の特例（第�条関係）

平成��年度から平成��年度までの各年度分の県民税の個人の均等割の税率は、島根県県税条例（以下

「県税条例」という。）で定める額に水と緑の森づくり税額として�		円を加算した額とすることとし

た。

� 法人等の均等割の税率の特例（第�条関係）

平成��年�月�日から平成��年�月
�日までの間に開始する各事業年度等に係る県民税の法人等の均等

割の税率は、県税条例で定める額に、水と緑の森づくり税額として当該額に�		分の�を乗じて得た額を

加算した額とすることとした。

� 使途（第�条関係）

知事は、�及び�による加算額に係る収納額に相当する額から賦課徴収に要する費用を控除して得た額

を、島根県水と緑の森づくり基金に積み立てることとした。

� 施行期日

平成��年�月�日から施行することとした。

◇�����������������（条例第��号）

� 条例の概要

� 委員の定数の改正（第�条関係）

号外第���号 平成�年��月��日 (�)

益田健康福祉

センター
益田市 益田市、鹿足郡

�
�
�
�

東部福祉事務

所
松江市 八束郡

東部福祉事務

所
雲南市

八束郡、仁多郡、 飯石

郡、簸川郡

雲南福祉事務

所
雲南市 仁多郡、飯石郡

簸川福祉事務

所
出雲市 簸川郡

県央福祉事務

所

邑智郡

川本町
邇摩郡、邑智郡

西部福祉事務

所
浜田市

邇摩郡、邑智郡、 那賀

郡、鹿足郡

那賀福祉事務

所
浜田市 那賀郡

西部福祉事務

所
益田市 鹿足郡

隠岐福祉事務

所

隠岐郡

隠岐の

島町

隠岐郡
隠岐福祉事務

所

隠岐郡

隠岐の

島町

隠岐郡
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� その他規定の整理

� 施行期日

公布の日から施行することとした。

◇��������	
���������	
���（条例第��号）

� 条例の概要

� 島根県国民保護対策本部

ア 国民保護対策本部の本部長、副本部長及び本部員の職務について規定することとした。（第�条関

係）

イ 国民保護対策本部の会議に関し必要な事項を定めることとした。（第�条関係）

ウ 本部長は、必要と認めるときは、国民保護対策本部に部を置くことができることとした。（第�条関

係）

エ 国民保護対策本部に国民保護現地対策本部長、国民保護現地対策本部員その他の職員を置くこととし

た。（第�条関係）

オ 国民保護対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定めることとした。（第�条関係）

� 島根県緊急対処事態対策本部

�のアからオまでを準用することとした。（第	条関係）

� 施行期日

公布の日から施行することとした。

◇������������（条例第
�号）

� 条例の概要

� 島根県国民保護協議会（以下「協議会」という。）の委員の定数は、��人以内とすることとした。（第

�条関係）

� 会長に事故があるときは、あらかじめその指定する委員がその職務を代理することとした。（第�条関

係）

� 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となることとした。（第�条関係）

� 協議会に、幹事��人以内を置くこととし、幹事に関し必要な事項を定めることとした。（第�条関係）

� 協議会に部会を置くことができることとした。（第�条関係）

� 施行期日

公布の日から施行することとした。

◇��������� !"#$%���&�'()$%��（条例第
号）

� 条例の概要

社会福祉士及び介護福祉士修学資金の返還債務の免除の条件に係る業務に従事する過疎地域に、市町村合

併に伴う市町村の廃置分合又は境界変更があった日の前日において過疎地域であった区域を含めることとし

た。（第�条関係）

� 施行期日

公布の日から施行することとした。

◇���*+,-�./0123��（条例第
�号）

� 条例の概要

� 島根県立心と体の相談センター（以下「センター」という。）を松江市に設置することとした。（第�

号外第��号 平成�年�月��日(�)

区 分 改 正 前 改 正 後

指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから知事が

任命する委員
�人以内 ��人以内
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� 条関係）

� センターは、次に掲げる業務を行うこととした。（第�条関係）

ア 身体障害者福祉法に基づく身体障害者更生相談所の業務

イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神保健福祉センターの業務

ウ 知的障害者福祉法に基づく知的障害者更生相談所の業務

� センターにおいて診療を受けようとする者又は診断書若しくは証明書の交付を受けようとする者は、使

用料又は手数料を納付しなければならないこととした。（第�条・別表関係）

� 知事は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料又は手数料を減免することができることとし

た。（第�条関係）

� 次に掲げる条例を廃止することとした。（附則第�項関係）

ア 島根県身体障害者更生相談所条例

イ 島根県立知的障害者更生相談所条例

ウ 島根県立精神保健福祉センター条例

� 次に掲げる条例の一部を改正することとした。（附則第�項・附則第�項関係）

ア 島根県立総合福祉センター条例

イ 島根県立はつらつ体育館条例

� 施行期日

平成��年�月�日から施行することとした。

◇��������	
���������（条例第��号）

� 条例の概要

農業改良助長法の改正により、地域農業改良普及センター条例の制定根拠である県が地域農業改良普及セ

ンターを設け、その位置、名称及び管轄区域は条例で定めるとする必置規制が廃止されたことに伴い、同条

例は、廃止することとした。

� 施行期日

平成��年�月�日から施行することとした。

◇������������ �（条例第�	号）

� 条例の概要

� 設置（第�条関係）

県民及び県が協働して取り組む水と緑の森づくりに関する施策の推進に要する経費に充てるため、島根

県水と緑の森づくり基金（以下「基金」という。）を設置することとした。

� 積立て（第�条関係）

基金として積み立てる額は、島根県水と緑の森づくり税条例の規定により基金で積み立てる額として予

算で定める額とすることとした。

� 管理（第�条関係）

基金に属する現金は、最も確実かつ有利な方法により保管することとした。

� 運用益金の処理（第�条関係）

基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れることとした。

� 繰替運用（第
条関係）

知事は、必要があるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができることとし

た。

� 施行期日

平成��年�月�日から施行することとした。

◇���!�"�#$%&� ��'(��)���（条例第��号）

号外第���号 平成�年��月�	日 (�)
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� � 条例の概要

条例の有効期限を平成��年�月��日までとすることとした。（附則第�項関係）

� 施行期日

公布の日から施行することとした。

◇��������	
�������（条例第��号）

� 条例の概要

二級建築士試験及び木造建築士試験手数料の額の改定（別表�	の項関係）

� 施行期日

公布の日から施行することとした。

◇�������������	
�������（条例第�
号）

� 条例の概要

警視、警部、警部補又は巡査部長の階級にある者の人員が、当該階級の定員に満たない場合においては、

その満たない人員の範囲内において、当該階級の定員を下位の階級の定員に流用できることとした。（第�

条関係）

� 施行期日

公布の日から施行することとした。

◇����������	
�������（条例第��号）

� 条例の概要

� 地方労働委員会の名称の改正 (第�条・第��条関係)

� その他規定の整理

� 施行期日

平成�
年�月�日から施行することとした｡

� �

島根県個人情報保護条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

���������

島根県個人情報保護条例の一部を改正する条例

��� 島根県個人情報保護条例（平成��年島根県条例第号）の一部を次のように改正する。

目次を次のように改める。

目次

第�章 総則（第�条－第�条）

第�章 実施機関が取り扱う個人情報の保護（第�条－第�	条）

第�章 個人情報の開示、訂正等及び利用停止

号外第��
号 平成��年��月��日(�)

改 正 前 改 正 後

����		円 ����		円

改 正 前 改 正 後

地方労働委員会 労働委員会
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第�節 個人情報の開示（第��条－第��条）

第�節 個人情報の訂正等（第��条－第��条）

第�節 個人情報の利用停止（第�	条－第��条）

第
節 不服申立て等（第��条－第��条）

第
章 雑則（第��条－第��条）

第章 罰則（第��条－第��条）

附則

第�条中「及び訂正等」を「、訂正等及び利用停止」に改める。

「第�節 個人情報の取扱い」を削る。

第�条第�項第�号中「又は」を「、又は」に改め、同項第号中「又は他の地方公共団体」を「、独立行政法人等

（独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成��年法律第�	号）第�条第�項に規定する独立行政法

人等をいう。以下同じ。）、他の地方公共団体又は地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成��年法律第���号）

第�条第�項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）」に改め、同条第�項中「又は」を「、又は」に改め

る。

第�条第�項中「講ずるよう努めなければならない」を「講じなければならない」に改める。

第�条の�第�項中「利用してはならない」を「使用してはならない」に改める。

第��条の見出し中「措置」を「措置等」に改め、同条に次の�項を加える。

� 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたものは、前項の規定により明らかにされた措置に従い、個人情報を

適正に取り扱わなければならない。

� 前項の委託を受けた業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみ

だりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第��条の見出しを削り、同条中「第��条第�項」を「第��条第�項」に、「��万円」を「��万円」に改め、同条を第

��条とし、同条の前に次の章名及び�条を加える。

第章 罰則

���� 実施機関の職員若しくは職員であった者、第�条の�第�項の業務に従事している者若しくは従事していた者

又は第��条第�項の業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人情報（公文書に

記録されているものに限る。この条及び次条において同じ。）を含む個人の秘密に属する事項が記録された情報の集

合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるよう

に体系的に構成したもの（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）を提供したときは、�年以下の

懲役又は���万円以下の罰金に処する。

���� 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提

供し、又は盗用したときは、�年以下の懲役又は��万円以下の罰金に処する。

���� 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が

記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、�年以下の懲役又は��万円以下の罰金に処する。

第��条を第��条とし、第��条を第��条とし、第��条を第�	条とし、第
章中同条の前に次の�条を加える。

（適用除外）

���� 第�章及び前章の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

� 統計法（昭和��年法律第��号）第�条に規定する指定統計を作成するために集められた個人情報

� 統計法第�条第�項の規定により総理大臣に届け出られた統計調査によって集められた個人情報

� 統計報告調整法（昭和��年法律第���号）の規定により総務大臣の承認を受けた統計報告（同法第
条第�項に

規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。）の徴集によって得ら

れた個人情報

� 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成��年法律第��号）その他の法律の規定により、行政機関の

号外第���号 平成��年��月��日 (	)
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保有する個人情報の保護に関する法律第�章の規定が適用されない個人情報については、前章の規定は、適用しな

い。

（他の制度との調整）

���� 第�章及び前章の規定は、図書館その他これに類する施設において一般の利用に供することを目的として保有

している個人情報については、適用しない。

� 前章第�節の規定は、法令又は他の条例（島根県情報公開条例を除く。以下この条において「他の法令等」とい

う。）の規定により、個人情報が第��条第�項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合（開示

の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。）には、適用しない。

� 前章第�節の規定は、他の法令等の規定により、個人情報の訂正等を求めることができるときは、適用しない。

� 他の法令等の規定により開示を受けた個人情報について、当該他の法令等に訂正等の手続の規定がない場合には、

当該個人情報をこの条例の規定により開示を受けた個人情報とみなして、第��条第�項の規定を適用する。

� 前章第�節の規定は、他の法令等の規定により、個人情報の利用停止を求めることができるときは、適用しない。

	 他の法令等の規定により開示を受けた個人情報について、当該他の法令等に利用停止の手続の規定がない場合に

は、当該個人情報をこの条例の規定により開示を受けた個人情報とみなして、第�
条第�項の規定を適用する。

（苦情処理）

���� 実施機関は、当該実施機関の個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなけ

ればならない。

第��条中「この章」を「この節」に改め、同条を第��条とする。

第��条中「第��条第�項」を「第��条第�項」に改め、同条を第��条とする。

第��条中「第��条第�項第�号」を「第�条第�項第�号」に改め、同条を第��条とする。

第��条第�項中「その他」を「、その他」に改め、同条を第��条とする。

第��条中「第��条第�項」を「第��条第�項」に、「第��条第�項本文」を「第�
条第�項本文」に改め、同条を第

��条とし、第�
条を第��条とし、第��条を第�
条とする。

第��条第�項及び第�項中「又は訂正等の決定」を「、訂正等の決定又は利用停止決定等」に改め、同条を第��条と

し、第�条を第��条とする。

第��条第�項第�号中「第��条第�項」を「第��条第�項」に改め、同条を第�条とし、第��条を第��条とする。

第��条第�項中「又は訂正等の決定」を「、訂正等の決定又は利用停止決定等」に改め、同項第�号及び第�号中

「又は」を「、又は」に改め、同項に次の�号を加える。

� 不服申立てに対する決定において、不服申立てに係る利用停止決定等（利用停止の請求に係る個人情報の全部に

ついて利用停止をする旨の決定を除く。）を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る個人情報の全部につい

て利用停止をするとき。

第��条第�項中「掲げるもの」を「掲げる者」に改め、同条を第��条とし、同条の前に次の節名を付する。

第�節 不服申立て等

第�章第�節及び「第�章 不服申立て等」を削る。

「第�節 個人情報の開示及び訂正等の請求」を削り、第��条の前に次の章名及び節名を付する。

第�章 個人情報の開示、訂正等及び利用停止

第�節 個人情報の開示

第��条第�号を次のように改める。

� 開示請求者（当該開示請求者が法定代理人の場合は、本人をいう。以下この号及び第��条第�項において同

じ。）以外の個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、開示請求者以外の

特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが

開示することによりなお開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる

情報を除く。

号外第���号 平成�年��月��日(��)



島 根 県 報

ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和��年法律第���号）第�条第�項に規定する国家公務員（独立行政

法人通則法（平成��年法律第���号）第�条第�項に規定する特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員及び職

員を除く。）、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法（昭和��年法律第���号）第�条に規定する地方

公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。）である場合において、当該情報がその職務の遂行に係

る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分（当該公務

員等の氏名に係る部分を開示することにより当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある場合及び当該

公務員等が規則で定める職にある場合にあっては、当該公務員等の氏名に係る部分を除く。）

第��条第	号中「（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成��年法律第�
�号）第�条第�項に規

定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）及び地方公共団体」を「、地方公共団体及び地方独立行政法人」に改め、

同条第�号中「又は他の地方公共団体」を「、他の地方公共団体又は地方独立行政法人」に改め、同条第�号オ中「独

立行政法人等」の次に「若しくは地方独立行政法人」を加える。

第�条第�項中「各項」を「当該各項」に改める。

第��条第�項中「その他」を「、その他」に改める。

第��条第�項中「以外のもの」を「以外の者」に、「第��条」を「第�
条」に、「第�
条」を「第��条」に改め、同

条第�項中「第��条」を「第�
条」に改める。

第��条第�項中「その他」を「、その他」に改める。

第�
条の前に次の節名を付する。

第�節 個人情報の訂正等

第�
条に次の�項を加える。

� 第�項の規定による訂正等の請求は、個人情報の開示を受けた日から��日以内にしなければならない。

第��条第�項第�号中「個人情報」の次に「の開示を受けた日その他当該個人情報」を加える。

第��条中「あったとき」を「あった場合」に、「その他」を「、その他」に改める。

第�条第�項中「各項」を「当該各項」に改める。

第�章第�節を次のように改める。

第�節 個人情報の利用停止

（利用停止の請求）

���� 何人も、第��条第�項又は第��条第�項の規定により開示を受けた自己の個人情報が次の各号のいずれかに該

当すると認めるときは、実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

� 第�条各項の規定に違反して収集されたとき、又は第�条の規定に違反して利用されているとき。 当該個人情

報の利用の停止又は消去

� 第�条第�項又は第�項の規定に違反して提供されているとき。 当該個人情報の提供の停止

� 第��条第�項の規定は、前項の規定による個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止（以下「利用停止」とい

う。）の請求について準用する。

� 第�項の規定による利用停止の請求は、個人情報の開示を受けた日から��日以内にしなければならない。

（利用停止の請求の方法）

���� 前条の規定に基づき利用停止の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出し

なければならない。

� 利用停止の請求をしようとする者の氏名及び住所

� 利用停止の請求に係る個人情報の開示を受けた日その他当該個人情報を特定するために必要な事項

� 利用停止を求める内容及びその理由

� その他規則で定める事項

号外第��号 平成��年��月�
日 (��)
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� 第��条第�項及び第�項の規定は、利用停止の請求について準用する。

（利用停止の義務）

���� 実施機関は、利用停止の請求があった場合は、必要な調査を行い、当該利用停止の請求に理由があると認める

ときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止の請求に係る

個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利

用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限

りでない。

（利用停止の請求に対する措置）

���� 実施機関は、利用停止の請求に係る個人情報の全部又は一部の利用停止をするときは、その旨の決定をし、速

やかに、利用停止の請求に係る個人情報の利用停止をした上で、利用停止の請求をした者（以下「利用停止請求者」

という。）に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

� 実施機関は、利用停止の請求に係る個人情報の全部を利用停止としないときは、利用停止をしない旨の決定をし、

利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

� 実施機関は、前�項の規定により個人情報の全部の利用停止をする決定以外の決定をする場合は、当該各項に規定

する書面にその理由を付記しなければならない。

（利用停止決定等の期限）

���� 前条第�項及び第�項の決定（以下「利用停止決定等」という。）は、当該利用停止の請求があった日から起

算して��日以内にしなければならない。ただし、第��条第�項において準用する第��条第�項の規定により補正を求

めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

� 第��条第�項及び第�項の規定は、利用停止決定等について準用する。この場合において、同条第�項中「開示請

求者」とあるのは「利用停止請求者」と、同条第�項中「開示請求」とあるのは「利用停止の請求」と、「	
日」と

あるのは「��日」と、「開示決定等」とあるのは「利用停止決定等」と、「開示請求者」とあるのは「利用停止請求

者」と読み替えるものとする。

第�章第�節を第�章第�節とする。

第

条の次に次の�条を加える。

���� 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示又は第��条第�項の規定による開示を受けた

者は、�万円以下の過料に処する。

��� 島根県個人情報保護条例の一部を次のように改正する。

第�条第�号中「監査委員」の次に「、公安委員会、警察本部長」を加える。

第条第�項中「個人情報取扱事務登録簿」の次に「（以下「登録簿」という。）」を加え、同条第�項中第�号を

第�号とし、第�号の次に次の�号を加える。

� 犯罪の捜査に関する事務

第条中第�項を第項とし、第�項の次に次の�項を加える。

� 第�項の規定にかかわらず、公安委員会又は警察本部長は、同項第�号の記録項目の一部、同項第�号に掲げる事

項若しくは同項第�号の規則で定める事項の一部を登録簿に登録し、又は個人情報取扱事務について登録簿に登録す

ることにより、当該個人情報取扱事務の目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそ

れがあると認めるときは、その記録項目の一部、事項若しくは規則で定める事項の一部を登録簿に登録せず、又はそ

の個人情報取扱事務について登録簿に登録しないことができる。

第�条第�項ただし書を次のように改める。

ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

� 法令又は条例（以下「法令等」という。）の規定に基づくとき。

� 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持（以下「犯罪の予防

等」という。）を目的とするとき。

号外第���号 平成��年��月�	日(��)
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� 島根県個人情報保護審査会の意見を聴いた上で個人情報取扱事務の目的を達成するために必要があると実施機関

が認めるとき。

第�条第�項中第�号を第�号とし、第�号を第�号とし、第�号の次に次の�号を加える。

� 犯罪の予防等を目的とするとき。

第�条第�項第�号中「、実施機関以外の県の機関」を削り、同項中第�号を第�号とし、第�号の次に次の�号を

加える。

� 前号に掲げる者以外のものに提供する場合であって、犯罪の予防等を目的として提供することについて特別の理

由があり、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。

第��条第�項第�号中「第�条第	項」を「第�条第	項第�号」に、「第�条第�項第�号」を「第�条第�項第

�号」に改める。

� �

（施行期日）

� この条例は、平成
�年�月�日から施行する。ただし、第	条の規定は、平成
�年�月�日から施行する。

（経過措置）

	 この条例の施行の際現に第�条の規定による改正前の島根県個人情報保護条例（以下「旧条例」という。）第�条の

規定により実施機関に対してされている是正の申出に対する措置については、なお従前の例による。

� この条例の施行の日前に旧条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、第�条の規定による改正後の島根

県個人情報保護条例中にこれに相当する規定があるときは、当該規定によって行われた処分、手続その他の行為とみな

す。

� この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（準備行為）

� 実施機関のうち公安委員会又は警察本部長に係る第	条の規定による改正後の島根県個人情報保護条例第��条第�項

第�号及び第�号に掲げる事務並びにこれに関し必要な行為は、第	条の規定の施行の日前においても行うことができ

る。

（住民基本台帳法施行条例の一部改正）

� 住民基本台帳法施行条例（平成
�年島根県条例第�
号）の一部を次のように改正する。

第	条中「第��条第�項」を「第��条第�項」に改める。

出雲市、平田市、簸川郡佐田町、同郡多伎町、同郡湖陵町及び同郡大社町の合併による出雲市の設置に伴う関係条例の

整理に関する条例をここに公布する。

平成
�年
月�日

島根県知事 澄 田 信 義

������	
�

出雲市、平田市、簸川郡佐田町、同郡多伎町、同郡湖陵町及び同郡大社町の合併による出雲市の設置に伴う関係条

例の整理に関する条例

（知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正）

��� 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成

年島根県条例第��号）の一部を次のように改正す

る。

第	条の表第�号右欄中「、平田市」を削り、同表第�号右欄中「	に係るものにあっては松江市、浜田市」の次に

「、出雲市」を加え、「、平田市」及び「、湖陵町、大社町」を削り、「市町村管理海岸に係る事務にあっては松江

市、浜田市」の次に「、出雲市」を加え、「、多伎町、大社町」を削り、同表第

号右欄中「、江津市及び平田市」を

「及び江津市」に改め、同表第
�号右欄中「浜田市」の次に「、出雲市」を加え、「、平田市」及び「、多伎町、湖陵

号外第
�号 平成
�年
月�日 (
�)
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町、大社町」を削り、同表第��号右欄中「、平田市」を削る。

（島根県行政機関等設置条例の一部改正）

��� 島根県行政機関等設置条例（昭和��年島根県条例第�号）の一部を次のように改正する。

第�条第�項の表出雲総務事務所の項所管区域の欄中「、平田市」を削る。

第�条第�項の表出雲健康福祉センターの項所管区域の欄中「、平田市」を削る。

第�条第�項の表簸川福祉事務所の項中「、平田市」を削る。

第�条第�項の表出雲農林振興センターの項所管区域の欄中「、平田市」を削る。

第	条第�項の表松江水産事務所の項所管区域の欄中「、平田市」を削る。

第
�条第�項の表出雲土木建築事務所の項所管区域の欄中「、平田市」を削る。

（警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部改正）

��� 警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例（昭和��年島根県条例第��号）の一部を次のように改正する。

本則の表島根県出雲警察署の項管轄区域の欄中「出雲市」の次に「（島根県平田警察署及び島根県大社警察署の管轄

区域を除く。）」を加え、「（大社町を除く。）」を削り、同表島根県平田警察署の項位置の欄中「平田市」を「出雲

市」に改め、同項管轄区域の欄中「平田市」を「出雲市（旧平田市の区域に限る。）」に改め、同表島根県大社警察署

の項位置の欄中「簸川郡大社町」を「出雲市」に改め、同項管轄区域の欄中「簸川郡大社町」を「出雲市大社町」に改

め、同表に備考として次のように加える。

備考 旧平田市の区域とは、平成
年�月�
日現在の平田市の区域をいう。

（警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部を改正する条例の一部改正）

��� 警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部を改正する条例（平成
�年島根県条例第��号）の一部を次

のように改正する。

本則の表の改正規定中「「簸川郡（大社町を除く。）」を「平田市 簸川郡」に改め」を「「（島根県平田警察署及

び島根県大社警察署の管轄区域を除く。）」を削り」に、「改める。」を「改め、同表備考を削る。」に改める。

（島根県保健所条例の一部改正）

��� 島根県保健所条例（昭和��年島根県条例第�号）の一部を次のように改正する。

別表第�島根県出雲保健所の項管轄区域の欄中「、平田市」を削る。

（島根県病院事業の設置等に関する条例の一部改正）

��� 島根県病院事業の設置等に関する条例（昭和�
年島根県条例第�
号）の一部を次のように改正する。

別表島根県立湖陵病院の項位置の欄中「簸川郡湖陵町」を「出雲市」に改める。

（島根県児童相談所条例の一部改正）

��� 島根県児童相談所条例（昭和��年島根県条例第
号）の一部を次のように改正する。

別表島根県出雲児童相談所の項管轄区域の欄中「、平田市」を削る。

（島根県立知的障害者更生相談所条例の一部改正）

�	� 島根県立知的障害者更生相談所条例（昭和��年島根県条例第
�号）の一部を次のように改正する。

別表島根県立出雲知的障害者更生相談所の項管轄区域の欄中「平田市」を削る。

（島根県立高等学校等条例の一部改正）

�
� 島根県立高等学校等条例（昭和��年島根県条例第�号）の一部を次のように改正する。

第�条中「県教育委員会」を「教育委員会」に改める。

第
�条（見出しを含む。）中「県教育委員会規則」を「教育委員会規則」に改める。

別表第�の�の表島根県立平田高等学校の項位置の欄中「平田市」を「出雲市」に改め、同表島根県立大社高等学校

の項位置の欄中「簸川郡大社町」を「出雲市」に改め、同項分校の位置の欄中「簸川郡佐田町」を「出雲市」に改め

る。

（島根県立青少年社会教育施設条例の一部改正）

���� 島根県立青少年社会教育施設条例（平成�年島根県条例第	号）の一部を次のように改正する。

号外第
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第�条の表島根県立青少年の家の項中「平田市」を「出雲市」に改める。

（地域農業改良普及センター条例の一部改正）

���� 地域農業改良普及センター条例（昭和��年島根県条例第��号）の一部を次のように改正する。

本則の表出雲農林振興センター農業普及部の項管轄区域の欄中「平田市」を削る。

（島根県家畜保健衛生所条例の一部改正）

���� 島根県家畜保健衛生所条例（昭和��年島根県条例第��号）の一部を次のように改正する。

別表第�出雲家畜保健衛生所の項管轄区域の欄中「平田市」を削る。

（島根県立宍道湖自然館条例の一部改正）

���� 島根県立宍道湖自然館条例（平成��年島根県条例第�	号）の一部を次のように改正する。

第�条中「平田市」を「出雲市」に改める。

（島根県漁港管理条例の一部改正）

���� 島根県漁港管理条例（昭和��年島根県条例第��号）の一部を次のように改正する。

別表第�十六島の項所在地の欄中「平田市」を「出雲市」に改め、同表大社の項所在地の欄中「簸川郡大社町」を

「出雲市」に改め、同表小伊津の項所在地の欄中「平田市」を「出雲市」に改め、同表宇龍の項所在地の欄中「簸川郡

大社町」を「出雲市」に改める。

（島根県観光施設条例の一部改正）

���� 島根県観光施設条例（昭和��年島根県条例第

号）の一部を次のように改正する。

別表中「別表」を「別表（第�条関係）」に改め、同表日御碕公共駐車場の項及び日御碕休憩所の項中「簸川郡大社

町」を「出雲市」に改める。

（島根県港湾施設条例の一部改正）

���� 島根県港湾施設条例（昭和��年島根県条例第��号）の一部を次のように改正する。

別表第�河下港の項中「平田市」を「出雲市」に改め、同表田儀港の項中「簸川郡多伎町」を「出雲市」に改める。

（島根県屋外広告物条例の一部改正）

��	� 島根県屋外広告物条例（昭和��年島根県条例第��号）の一部を次のように改正する。

第�条第�号中「別表第�」を「別表」に改める。

別表第�簸川郡の項中「湖陵町 大社町」を削り、同表を別表とする。

（島根県流域下水道条例の一部改正）

��
� 島根県流域下水道条例（昭和
�年島根県条例第��号）の一部を次のように改正する。

第�条の表中「平田市」及び「湖陵町 大社町」を削る。

（島根県営住宅条例の一部改正）

���� 島根県営住宅条例（昭和��年島根県条例第��号）の一部を次のように改正する。

（島根県公営企業の設置等に関する条例の一部改正）

���� 島根県公営企業の設置等に関する条例（昭和��年島根県条例第�	号）の一部を次のように改正する。

別表第斐伊川水道の項供給先の欄中「平田市」を「出雲市」に改める。

号外第���号 平成��年��月��日 (�
)

別表中「今市団地」を

「今市団地

灘分団地

牧戸団地

小境団地

駅南団地

山内団地」

に、

「

」

を
「

」
に、

渡津団地

灘分団地

牧戸団地

小境団地

駅南団地

平田市

渡津団地

「

」

を
｢

｣
に改める｡

荘原団地

山内団地 簸川郡大社町
荘原団地



島 根 県 報

（市町村合併に伴う関係条例の整理に関する条例の一部改正）

���� 市町村合併に伴う関係条例の整理に関する条例（平成��年島根県条例第��号）の一部を次のように改正する。

第�条のうち知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第�条の表第�号右欄の改正規定中「「平田市、鹿

島町」を「平田市」に」を「「江津市、鹿島町」を「江津市」に」に改める。

第��条のうち島根県流域下水道条例第�条の表の改正規定中「「出雲市 平田市 宍道町」を「松江市 出雲市 平

田市」に」を「「出雲市 宍道町」を「松江市 出雲市」に」に改める。

第�	条のうち島根県公営企業の設置等に関する条例別表第
の改正規定中

附則第�号中「「平田市、鹿島町」を「平田市」に」を「「江津市、鹿島町」を「江津市」に」に改める。

� �

この条例は、平成��年
月��日から施行する。

労働組合法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例をここに公布する。

平成��年��月�日

島根県知事 澄 田 信 義

��	�
����

労働組合法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

（島根県情報公開条例の一部改正）

�� 島根県情報公開条例（平成��年島根県条例第��号）の一部を次のように改正する。

第�条第�項中「地方労働委員会」を「労働委員会」に改める。

（島根県個人情報保護条例の一部改正）

��� 島根県個人情報保護条例（平成�年島根県条例第�号）の一部を次のように改正する。

第�条第�号中「地方労働委員会」を「労働委員会」に改める。

（非常勤の職員等の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正）

��� 非常勤の職員等の報酬及び費用弁償支給条例（昭和��年島根県条例第�	号）の一部を次のように改正する。

第�条の�第�項、第�条の表及び第�条第�項の表中「地方労働委員会」を「労働委員会」に改める。

（島根県職員定数条例の一部改正）

��� 島根県職員定数条例（昭和�	年島根県条例第�号）の一部を次のように改正する。

第�条及び第�条第�号中「地方労働委員会」を「労働委員会」に改める。

（参考人等に対する費用弁償等支給条例の一部改正）

��� 参考人等に対する費用弁償等支給条例（昭和��年島根県条例第�号）の一部を次のように改正する。

号外第���号 平成��年��月�日(��)

｢「

｣

を

｢

｣

に

」

を

松江市 平田市

雲南市 鹿島町

美保関町 東出雲町

八雲村 玉湯町

宍道町 八束町

松江市 平田市

雲南市 東出雲町

｢「

｣

を

｢

｣

に

」

に改める。

松江市 出雲市

雲南市 鹿島町

美保関町 東出雲町

八雲村 玉湯町

宍道町 八束町

松江市 出雲市

雲南市 東出雲町



島 根 県 報

第�条第��号中「又は第��条第�項」を削り、「地方労働委員会」を「労働委員会」に改め、「求められた者」の次

に「又は同法第��条の�第�項第�号の証人」を加える。

（島根県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正）

��� 島根県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成��年島根県条例第	�号）の一部を次のよう

に改正する。

第
条第
号ア中「地方労働委員会」を「労働委員会」に改める。

（島根県地方労働委員会のあっ旋員に対する費用弁償支給条例の一部改正）

��� 島根県地方労働委員会のあっ旋員に対する費用弁償支給条例（昭和��年島根県条例第��号）の一部を次のように

改正する。

題名中「島根県地方労働委員会」を「島根県労働委員会」に、「あっ旋員」を「あっせん員」に改める。

第�条及び第
条中「あ
ヽ
っ
ヽ
旋員」を「あっせん員」に改める。

第�条中「島根県地方労働委員会」を「島根県労働委員会」に改める。

� �

この条例は、平成��年�月�日から施行する。

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

��	�
���

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

職員の給与に関する条例（昭和��年島根県条例第�号）の一部を次のように改正する。

第
条第�項中「及び災害派遣手当」を「、災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当」に改める。

第��条の��の見出しを「（災害派遣手当等）」に改め、同条第�項中「、災害対策基本法」を「災害対策基本法」に改

め、「職員が」の次に「、武力攻撃災害等派遣手当は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平

成��年法律第���号）第���条に規定する職員が」を加え、同条第
項中「災害派遣手当」を「前項に掲げる手当」に改

め、同条第�項中「災害派遣手当」を「第�項に掲げる手当」に改める。

� �

この条例は、公布の日から施行する。

県立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

��	�
���

県立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

県立学校の教育職員の給与に関する条例（昭和�年島根県条例第�号）の一部を次のように改正する。

第
条第�号中「、助手及び人事委員会が別に定める教務職員」を「及び助手」に改める。

第�条の
及び第��条第
項中「�級」を「�級」に改める。

別表第�を次のように改める。

号外第���号 平成��年��月��日 (��)



島 根 県 報号外第���号 平成��年��月��日(��)

����（第�条関係）

大 学 教 育 職 給 料 表

備考 この表の�級の特�号給から特	号給までの号給は、大学の学長のみに適用する。

教育職員
の区分

職務の級 � 級 
 級 � 級 � 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

再任用教

育職員以

外の教育

職員

�

�

�

�



�

�

�

�

��

��

��

��

��

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

特 �

特 �

特 �

特 �

特 

特 �

特 �

円

－

�������

�������

������

�������

�������

������

�������

�������

�������

�������
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������

�������

�������

�������
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�������

������
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�������

�������

�������

�������
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円
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再任用教
育職員

������� ������� ������� �������



島 根 県 報

別表第�を次のように改める。

����（第�条関係）

大学教育職給料表級別職務分類基準表

� �級 助手の職務

� �級 講師の職務

� �級 助教授の職務

� �級 学長の職務又は教授の職務

� �

（施行期日）

� この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初日であるときは、その日）から施行する。

（大学教育職給料表の適用を受ける教育職員の職務の級の切替え）

� この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日においてこの条例による改正前の県立学校の教育職員の給与

に関する条例（以下「改正前の条例」という。）の大学教育職給料表の適用を受けていた教育職員で施行日においてこ

の条例による改正後の県立学校の教育職員の給与に関する条例（以下「改正後の条例」という。）の大学教育職給料表

の適用を受けることとなるものの施行日における職務の級（以下「新級」という。）は、施行日の前日においてその者

が属していた職務の級（以下「旧級」という。）に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。

（大学教育職給料表の適用を受ける教育職員の号給の切替え等）

� 前項の規定により新級を決定される教育職員（附則第�項に規定する教育職員を除く。）の施行日における号給（次

項において「新号給」という。）は、施行日の前日においてその者が受けていた号給（次項において「旧号給」とい

う。）と同じ号数の号給とする。

� 前項の規定により新号給を決定される教育職員に対する施行日以降における最初の改正後の条例第��条第�項若しく

は第�項ただし書又は県立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成��年島根県条例第��号）附

則第�項若しくは第�項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間（人事委員会の定める教育職員にあって

は、人事委員会の定める期間）を新号給を受ける期間に通算する。

（大学教育職給料表の適用を受ける教育職員の職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等）

� 附則第�項の規定により新級を決定される教育職員のうち、施行日の前日において旧級における最高の号給を超える

給料月額を受けていた教育職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事

委員会規則で定める。

（教育職員が受けていた号給等の基礎）

	 附則第�項から前項までの規定の適用については、教育職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は

給料月額は、改正前の条例の規定並びにこれに基づく人事委員会規則の規定及び人事委員会の定めに従って定められた

ものでなければならない。

（人事委員会規則への委任）


 附則第�項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

����

大学教育職給料表の適用を受ける教育職員の職務の級の切替表

号外第���号 平成�年��月��日 (��)

旧 級 新 級

�級 �級

�級 �級

�級 �級

�級 �級



島 根 県 報

島根県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例をここに公布する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

��������	

島根県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

（趣旨）

�
� この条例は、地方公務員法（昭和��年法律第���号）第��条の�の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公

表に関し必要な事項を定めるものとする。

（任命権者の報告）

��� 任命権者は、毎年�月末日までに、知事に対し、職員（臨時的に任用された職員及び非常勤職員（地方公務員法

第��条の�第	項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。）を除く。以下同じ。）に係る次に掲げる人事行政

の運営の状況を報告しなければならない。

� 職員の任免及び職員数に関する状況

� 職員の給与の状況

� 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

� 職員の分限及び懲戒処分の状況

� 職員の服務の状況

� 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

� 職員の福祉及び利益の保護の状況

� その他知事が必要と認める事項

（人事委員会の報告）

��� 人事委員会は、毎年�月末日までに、知事に対し、前年度における次に掲げる業務の状況を報告しなければなら

ない。

� 職員の競争試験及び選考の状況

� 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況

� 勤務条件に関する措置の要求の状況

� 不利益処分に関する不服申立ての状況

（公表）

�� 知事は、前�条の規定による報告を受けたときは、毎年
月末日までに、第�条の規定による報告を取りまと

め、その概要及び前条の規定による報告を次に掲げる方法により公表しなければならない。

� 島根県報に登載する方法

� インターネットを利用して閲覧に供する方法

（委任）

��� この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

� �

この条例は、平成��年�月	日から施行する。

島根県附属機関設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

号外第���号 平成��年��月��日(�)



島 根 県 報

��������	

島根県附属機関設置条例の一部を改正する条例

島根県附属機関設置条例（昭和��年島根県条例第��号）の一部を次のように改正する。

別表知事の部島根県神戸川来島ダム水利管理委員会の項及び松江地域保健福祉協議会の項から隠岐地域保健福祉協議会

の項までを削る。


 �

この条例は、平成��年�月�日から施行する。

島根県保健所条例及び島根県行政機関等設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成��年�	月	�日

島根県知事 澄 田 信 義

��������	

島根県保健所条例及び島根県行政機関等設置条例の一部を改正する条例

（島根県保健所条例の一部改正）

�� 島根県保健所条例（昭和�
年島根県条例第�号）の一部を次のように改正する。

別表第�島根県県央保健所の項位置の欄中「邑智郡川本町」を「大田市」に改める。

（島根県行政機関等設置条例の一部改正）

��� 島根県行政機関等設置条例（昭和�	年島根県条例第�号）の一部を次のように改正する。

第�条を削る。

第�条第�項の表以外の部分中「事務所」の次に「（次項において「福祉事務所」という。）」を加え、同項の表を

次のように改める。

第�条第項の表を次のように改める。

第�条を第�条とし、第�条から第��条までを�条ずつ繰り上げる。

第��条中「第��条」を「第�	条」に改め、同条を第��条とし、第�	条を第��条とし、第��条を第�	条とする。


 �

（施行期日）

� この条例は、平成��年�月�日から施行する。

（経過措置）

 この条例の施行の日前に、次の表の左欄に掲げる福祉事務所（以下「改正前の福祉事務所」という。）の長がした処

分その他の行為又は改正前の福祉事務所の長に対してした申請その他の行為は、それぞれ同表の右欄に掲げる第条の

規定による改正後の島根県行政機関等設置条例第�条第�項に規定する福祉事務所（以下「改正後の福祉事務所」とい

う。）の長がした処分その他の行為又は改正後の福祉事務所の長に対してした申請その他の行為とみなす。

号外第�	�号 平成��年�	月	�日 (	�)

名 称 位 置 所 管 区 域

東部福祉事務所 雲南市 八束郡、仁多郡、飯石郡、簸川郡

西部福祉事務所 浜田市 邇摩郡、邑智郡、那賀郡、鹿足郡

隠岐福祉事務所 隠岐郡隠岐の島町 隠岐郡

福祉事務所 市

東部福祉事務所 松江市、出雲市、安来市、雲南市

西部福祉事務所 浜田市、益田市、大田市、江津市
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島根県水と緑の森づくり税条例をここに公布する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

���������

島根県水と緑の森づくり税条例

（趣旨）

�	� この条例は、水資源のかん養、県土保全等すべての県民が等しく享受している安全で安心な生活に不可欠な公益

的機能を有する森林が県民共有の財産であるとの認識に立ち、荒廃森林を再生させ水を育む緑豊かな森を次世代に引き

継いでいく責務を果たすことを目的として、県民及び県が協働して取り組む水と緑の森づくりに関する施策に要する費

用に充てるため、島根県県税条例（昭和��年島根県条例第��号。以下「県税条例」という。）で定める県民税の均等割

の税率の特例として課する水と緑の森づくり税に関し必要な事項を定めるものとする。

（賦課徴収）

�
� 水と緑の森づくり税の賦課徴収は、次条及び第�条の規定により行うものとする。

（個人の均等割の税率の特例）

��� 平成��年度から平成��年度までの各年度分の県民税の個人の均等割の税率は、県税条例第��条の規定にかかわら

ず、同条に定める額に水と緑の森づくり税額として���円を加算した額とする。

（法人等の均等割の税率の特例）

��� 平成��年�月	日から平成��年
月��日までの間に開始する各事業年度若しくは各連結事業年度又は地方税法

（昭和��年法律第���号）第��条第�項第
号若しくは第�号の期間に係る県税条例第��条に規定する法人等の均等割

の税率は、同条の規定にかかわらず、同条の表の左欄に掲げる法人等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額に、水と緑

の森づくり税額として当該額に���分のを乗じて得た額を加算した額とする。

（使途）

�� 知事は、前�条の規定による加算額に係る収納額に相当する額から賦課徴収に要する費用を控除して得た額を、

島根県水と緑の森づくり基金（島根県水と緑の森づくり基金条例（平成��年島根県条例第��号）に基づく島根県水と緑

の森づくり基金をいう。）に積み立てるものとする。

� �

（施行期日）

	 この条例は、平成��年�月	日から施行する。

（経過措置）

� 平成��年度分の個人の県民税に限り、平成��年	月	日現在において県内に住所を有することにより均等割の納税義

務を負う夫と生計を一にする妻で夫が住所を有する市町村内に住所を有するものに係る第
条の規定の適用について

は、同条中「第��条」とあるのは「附則第��項」と、「同条」とあるのは「同項」とする。

島根県防災会議条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成��年��月��日

号外第���号 平成��年��月��日(��)

雲南福祉事務所
東部福祉事務所

簸川福祉事務所

県央福祉事務所
西部福祉事務所

那賀福祉事務所
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島根県知事 澄 田 信 義

��������	

島根県防災会議条例の一部を改正する条例

島根県防災会議条例（昭和��年島根県条例第��号）の一部を次のように改正する。

第�条第�項第�号中「��人」を「��人」に改める。

第	条第�項中「当る」を「当たる」に改める。

第
条中「はかって」を「諮って」に改める。


 �

この条例は、公布の日から施行する。

島根県国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例をここに公布する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

��������	

島根県国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

（目的）

�� この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成��年法律第���号。以下

「法」という。）第��条及び法第���条において準用する法第��条の規定に基づき、島根県国民保護対策本部（以下

「国民保護対策本部」という。）及び緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

（組織）

��� 国民保護対策本部長（以下「本部長」という。）は、国民保護対策本部の事務を総括する。

� 国民保護対策副本部長（以下「副本部長」という。）は、本部長を助け、国民保護対策本部の事務を整理する。

� 国民保護対策本部員（以下「本部員」という。）は、本部長の命を受け、国民保護対策本部の事務に従事する。

	 国民保護対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

 前項の職員は、県の職員のうちから、知事が任命する。

（会議）

��� 本部長は、国民保護対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、国民保護対策本部

の会議（以下この条において「会議」という。）を招集する。

� 本部長は、法第��条第
項の規定に基づき、国の職員その他県の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席

者に対し、意見を求めることができる。

� 本部長は、法第��条第�項の規定に基づき、防衛庁長官がその指定する職員を本部長の求めに応じて会議に出席させ

たときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

（部）

��� 本部長は、必要と認めるときは、国民保護対策本部に部を置くことができる。

� 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

� 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

	 部長は、部の事務を掌理する。

（現地対策本部）

��� 国民保護対策本部に国民保護現地対策本部長、国民保護現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員

その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

� 国民保護現地対策本部長は、国民保護現地対策本部の事務を掌理する。

（雑則）

号外第���号 平成��年��月��日 (��)
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��� 前各条に定めるもののほか、国民保護対策本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

（準用）

��� 第�条から前条までの規定は、島根県緊急対処事態対策本部について準用する。

� �

この条例は、公布の日から施行する。

島根県国民保護協議会条例をここに公布する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

��	�
���

島根県国民保護協議会条例

（目的）

��� この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成��年法律第���号）第��条第

�項の規定に基づき、島根県国民保護協議会（以下「協議会」という。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定める

ことを目的とする。

（委員及び専門委員）

��� 協議会の委員の定数は、	
人以内とする。

� 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

（会長の職務代理）

��� 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

（会議）

��� 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

� 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

� 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（幹事）

��� 協議会に、幹事	
人以内を置く。

� 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから知事が任命する。

� 幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

（部会）

��� 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

� 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

� 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

� 部会長は、部会の事務を掌理する。

 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

（補則）

��� 前各条に定めるもののほか、協議会の議事その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定め

る。

� �

この条例は、公布の日から施行する。

貸付金の返還債務の免除に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

号外第��	号 平成��年��月��日(��)
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平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

��������	

貸付金の返還債務の免除に関する条例の一部を改正する条例

貸付金の返還債務の免除に関する条例（昭和��年島根県条例第��号）の一部を次のように改正する。

第�条の表社会福祉士及び介護福祉士修学資金の項免除の条件の欄第�号中「過疎地域（以下」を「過疎地域（同法第

		条各項の規定により過疎地域とみなされる区域を除く。）及び市町村の廃置分合又は境界変更が行われた日の前日にお

いて、当該廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村の区域内で同法第�条第�項に規

定する過疎地域であった区域（以下これらを」に改める。


 �

この条例は、公布の日から施行する。

島根県立心と体の相談センター条例をここに公布する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

��������	

島根県立心と体の相談センター条例

（趣旨）

�� この条例は、島根県立心と体の相談センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

（設置）

��� 身体障害者福祉法（昭和��年法律第�
	号）第��条第�項の規定に基づく身体障害者更生相談所、精神保健及び

精神障害者福祉に関する法律（昭和��年法律第��	号）第�条第�項の規定に基づく精神保健福祉センター及び知的障

害者福祉法（昭和	�年法律第	�号）第��条第�項の規定に基づく知的障害者更生相談所として、島根県立心と体の相談

センター（以下「センター」という。）を松江市に設置する。

（使用料等の納付）

��� センターにおいて診療を受けようとする者又は診断書若しくは証明書の複本の交付を受けようとする者は、別表

に定める使用料又は手数料を納付しなければならない。

（使用料等の減免）

��� 知事は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料又は手数料を減免することができる。

（委任）

��� この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。


 �

（施行期日）

� この条例は、平成��年月�日から施行する。

（島根県身体障害者更生相談所条例等の廃止）

� 次に掲げる条例は、廃止する。

� 島根県身体障害者更生相談所条例（昭和	�年島根県条例第��号）

� 島根県立知的障害者更生相談所条例（昭和	�年島根県条例第��号）

� 島根県立精神保健福祉センター条例（昭和�	年島根県条例第��号）

（島根県立総合福祉センター条例の一部改正）

� 島根県立総合福祉センター条例（平成�年島根県条例第�	号）の一部を次のように改正する。

第�条第号中「島根県立西部情報化センター」の次に「、島根県立心と体の相談センター条例（平成��年島根県条

号外第���号 平成��年��月��日 (��)
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例第��号）第�条の規定により設置された島根県立心と体の相談センター」を加える。

（島根県立はつらつ体育館条例の一部改正）

� 島根県立はつらつ体育館条例（平成��年島根県条例第��号）の一部を次のように改正する。

第��条第�項第�号中「知的障害者更生相談所」を「心と体の相談センター」に改める。

��（第	条関係）

地域農業改良普及センター条例を廃止する条例をここに公布する。

平成��年��月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

������	
�

地域農業改良普及センター条例を廃止する条例

地域農業改良普及センター条例（昭和��年島根県条例第��号）は、廃止する。

� 

この条例は、平成�年�月�日から施行する。

島根県水と緑の森づくり基金条例をここに公布する。

平成��年��月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

������	��

島根県水と緑の森づくり基金条例

（設置）

��� 県民及び県が協働して取り組む水と緑の森づくりに関する施策に要する経費に充てるため、島根県水と緑の森づ

くり基金（以下「基金」という。）を設置する。

（積立て）

��� 基金として積み立てる額は、島根県水と緑の森づくり税条例（平成��年島根県条例第号）第�条の規定により

基金に積み立てる額として予算で定める額とする。

（管理）

号外第��号 平成��年��月�
日(��)

種 別 使用料又は手数料

診療 健康保険法（大正��年法律第�号）の規定に

よる療養の給付その他法令の規定によりその

給付に要する費用の額が同法第�条第�項の

規定に基づく厚生労働大臣の定めにより算定

されることとされている療養の給付を受ける

ことができる場合

健康保険法の規定による療養に要する費用の

額の算定方法（平成�年厚生省告示第�
号）

別表第�医科診療報酬点数表により算定した

点数�点につき��円として計算した額

老人保健法（昭和�年法律第��号）の規定に

よる医療の給付を受けることができる場合

老人保健法の規定による医療に要する費用の

額の算定に関する基準（平成�年厚生省告示

第�号）別表第�老人医科診療報酬点数表に

より算定した点数�点につき��円として計算

した額

診断書又は証明書の複本の交付 �通につき ��円
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��� 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

� 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

（運用益金の処理）

��� 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

（繰替運用）

��� 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を

歳計現金に繰り替えて運用することができる。

（委任）

��� この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

� �

この条例は、平成��年�月�日から施行する。

島根県ふるさと雇用創出基金条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

	
������

島根県ふるさと雇用創出基金条例の一部を改正する条例

島根県ふるさと雇用創出基金条例（平成�	年島根県条例第
�号）の一部を次のように改正する。

附則第�項中「平成��年月
�日」を「平成��年月
�日」に改める。

� �

この条例は、公布の日から施行する。

島根県手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

	
������

島根県手数料条例の一部を改正する条例

島根県手数料条例（平成��年島根県条例第�号）の一部を次のように改正する。

別表��の項第�号中「�
����円」を「�	����円」に改める。

� �

この条例は、公布の日から施行する。

島根県地方警察職員定員条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

	
������

島根県地方警察職員定員条例の一部を改正する条例

島根県地方警察職員定員条例（昭和
�年島根県条例第��号）の一部を次のように改正する。

第�条に次の�項を加える。

� 前項の規定にかかわらず、警視、警部、警部補又は巡査部長の階級にある者の人員が、同項第�号に規定する当該階

号外第���号 平成��年��月��日 (��)
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級の定員に満たない場合においては、その満たない人員の範囲内において、当該階級の定員を下位の階級の定員に流用

することができる。

� �

この条例は、公布の日から施行する。

島根県議会委員会条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

������		


島根県議会委員会条例の一部を改正する条例

島根県議会委員会条例（昭和��年島根県条例第��号）の一部を次のように改正する。

第	条第
号中 ｢地方労働委員会｣ を ｢労働委員会｣ に改める｡

第�条第�項及び第	項中 ｢はかって｣ を ｢諮って｣ に改める｡

第�条の見出しを ｢ (委員長の議事整理権及び秩序保持権) ｣ に改める｡

第��条第�項中 ｢又は｣ を ｢､ 又は｣ に改める｡

第��条第�項ただし書中 ｢この限りでない｣ を ｢､ この限りでない｣ に改める｡

第�条中 ｢地方労働委員会｣ を ｢労働委員会｣ に改める｡

第��条第	項中 ｢終る｣ を ｢終わる｣ に改める｡

第��条第	項及び第��条第�項中 ｢聞こう｣ を ｢聴こう｣ に改める｡

第��条第	項中 ｢聞こう｣ を ｢聴こう｣ に､ ｢こえ｣ を ｢超え｣ に改め､ 同条第
項中 ｢こえ｣ を ｢超え｣ に改める｡

第��条の	第	項中 ｢聞こう｣ を ｢聴こう｣ に改める｡
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この条例は､ 平成��年�月�日から施行する｡

号外第���号 平成��年��月��日(�)


